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給水装置工事の手数料等について

　（１）給水装置工事に係る手数料の種類

　（２）工事申込書の流れと手数料の納入

　（３）臨時給水の水道料金について

　（４）水道利用加入金について

　（５）下水道使用料の料金改定について
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（1）給水装置工事に係る手数料の種類

•給水装置工事に伴う手数料には、設計審査手数料 と検査手数料 がある。

•水道局に申込みが必要な工事には、「新設工事」、「改造工事」、「撤去工事」
の３種類がある。

•この３種類の工事のそれぞれに、設計審査手数料 及び検査手数料 がかかる
ことになる。
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設計審査手数料・検査手数料の金額

区　分 メーター口径 設計審査手数料 検査手数料

新設工事 ４０㎜未満 １件につき　４，０００円 １件につき 　７，６００円

４０㎜以上 １件につき　８，５００円 １件につき １４，８００円

改造工事 １件につき　２，２００円 １件につき　 ４，９００円

撤去工事 １件につき　　　９００円 １件につき　　　９００円
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手数料の減免

•水道メーターを複数設置する建物の

　設計審査手数料及び検査手数料の減免について
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（2）工事申込書の流れと手数料の納入

給水装置工事の手数料等について 58



調定窓口
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納入通知書・収納窓口

※手数料は、
　即日納付です。

納入通知書 収納窓口
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コピー機

複写料金２０円（税込）／枚
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検査手数料調定窓口
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検査手数料納入後の流れ
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（３）臨時給水の水道料金　１

＜臨時給水の水道料金＞
　仮設の給水装置で、臨時に給水する場合の水道料金のこと。

＜使用期間＞
　　・最長１年
　　・１年を超えるときには、一度精算し、再度申請が必要。

＜既設の給水装置を臨時給水に使用する場合＞
　 現在休止中のもので、水道料金の調定が行われていない
　給水装置であること。
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臨時給水の水道料金　２

　＜申請及び承認＞

　臨時給水の申請に必要な条件
　１　申込書の給水装置設置場所と同一
　　    であること

　２　支払者の口座が記載されていること

　３　使用するメーター口径に誤りがないこと

　４　記載された申告水量が適正であること

臨時給水使用申請書
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臨時給水の水道料金　３

臨時給水の申請時は、原則、下記3点が必要です

・臨時給水使用申請書　                    
・臨時給水の工事申込書

・臨時給水使用承認済の札 （水色の札）
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臨時給水の水道料金　４

＜料金＞

•１か月当たりの基本料金（上水のみの場合）

•基本水量を超過した分は、１㎥あたり４９５円（消費税含む）加算する。

•使用終了時には、メーター指針により精算を行い、納入済み額との差額が生じ

た場合、還付（返金）や追徴をする。

口径 基本水量 上水金額 消費税 合計

１３、２０㎜ １０㎥ ５，０００円 ５００円 ５，５００円

２５㎜ １０㎥ ８，６００円 ８６０円 ９，４６０円

４０㎜ ３０㎥ ３８，０００円 ３，８００円 ４１，８００円
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手数料の減免措置

•新築を伴う臨時給水

•イベント、仮設事務所等の臨時給水

工事区分 設計審査手数料 検査手数料

新設工事 あり あり

撤去工事 免除 免除

工事区分 設計審査手数料 検査手数料

新設工事 あり あり

撤去工事 免除 あり
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（4）水道利用加入金について

メーターの口径 加入金 消費税10% 税込金額

１３ｍｍ 56,000円 5,600円 61,600円

２０ｍｍ 160,000円 16,000円 176,000円

２５ｍｍ 285,000円 28,500円 313,500円

４０ｍｍ 900,000円 90,000円 990,000円

５０ｍｍ 1,620,000円 162,000円 1,782,000円

７５ｍｍ 4,500,000円 450,000円 4,950,000円

１００ｍｍ 9,200,000円 920,000円 10,120,000円

１５０ｍｍ 26,000,000円 2,600,000円 28,600,000円

２００ｍｍ以上 管理者が別に定める額
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＜受付時間＞

　　・審査業務
　　　　午前：8時45分～12時15分まで
　　　　午後：13時～17時15分まで

　　・調定窓口
　　　　午前：8時45分～11時50分まで
　　　　午後：13時～15時45分まで
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